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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公開番号】特開2011-118035(P2011-118035A)
【公開日】平成23年6月16日(2011.6.16)
【年通号数】公開・登録公報2011-024
【出願番号】特願2009-273406(P2009-273406)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｂ４２Ｄ  15/10     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   3/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/18    　　　　
   Ｂ４２Ｄ  15/10    ５０１Ｇ
   Ｂ４２Ｄ  15/10    ５０１Ｐ
   Ｇ０９Ｆ   3/02    　　　Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月4日(2011.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性の基材と、
前記基材の一方の面側に設けられた凹凸構造形成層と、
前記凹凸構造形成層の少なくとも一部を被覆する反射層とを備えた表示体であって、
前記凹凸構造形成層は、上面が前記基材面と略平行である複数の凸部、または底面が前記
基材面と略平行である複数の凹部と、前記基材面と略平行な平坦部が配置されて構成され
た領域を少なくとも一つ備えており、
前記複数の凸部または凹部は、長辺及び短辺の長さがそれぞれ５μｍ以上且つ５０μｍ以
下であり、
隣接する凸部または凹部の平均配置間隔は５μｍ以上且つ５０μｍ以下であり、
前記領域内における凸部または凹部の占有面積が２０％以上且つ８０％以下であり、
前記凸部または凹部の高さは、０．１μｍ以上且つ０．５μｍ以下、であることを特徴と
する表示体。
【請求項２】
　前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の高さが、それぞれ異なることを特徴と
する請求項１に記載の表示体。
【請求項３】
　前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の形状及び面積が、同一であることを特
徴とする請求項１または２の何れかに記載の表示体。
【請求項４】
　前記領域内に配置された複数の凸部または凹部が、任意の方向に一定間隔で整然配置さ
れていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の表示体。
【請求項５】
　前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の高さ、または形状、または面積、また
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は配置間隔のうち少なくとも一つが、凸部または凹部毎にそれぞれ異なっていることを特
徴とする請求項１～４の何れかに記載の表示体。
【請求項６】
　前記複数の凸部または凹部の高さが、領域毎に異なることを特徴とする請求項１～５の
何れかに記載の表示体。
【請求項７】
　前記凸部または凹部の形状が、円または５つ以上の頂点を有する多角形であることを特
徴とする請求項１～６の何れかに記載の表示体。
【請求項８】
　前記領域内における複数の凸部または凹部の占有面積が略５０％であることを特徴とす
る請求項１～７の何れかに記載の表示体。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の表示体とこれを支持した物品とを具備したラベ
ル付き物品。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記の目的を達成するために本発明は、光透過性の基材と、前記基材の一方の面側に設
けられた凹凸構造形成層と、前記凹凸構造形成層の少なくとも一部を被覆する反射層とを
備えた表示体であって、前記凹凸構造形成層は、上面が前記基材面と略平行である複数の
凸部、または底面が前記基材面と略平行である複数の凹部と、前記基材面と略平行な平坦
部が配置されて構成された領域を少なくとも一つ備えており、前記複数の凸部または凹部
は、長辺及び短辺の長さがそれぞれ５μｍ以上且つ５０μｍ以下であり、隣接する凸部ま
たは凹部の平均配置間隔は５μｍ以上且つ５０μｍ以下であり、前記領域内における凸部
または凹部の占有面積が２０％以上且つ８０％以下であり、前記凸部または凹部の高さは
、０．１μｍ以上且つ０．５μｍ以下、であることを特徴とする表示体である。
　また、第２の発明は、前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の高さが、それぞ
れ異なることを特徴とする請求項１に記載の表示体である。
　また、第３の発明は、前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の形状及び面積が
、同一であることを特徴とする請求項１または２の何れかに記載の表示体である。
　また、第４の発明は、前記領域内に配置された複数の凸部または凹部が、任意の方向に
一定間隔で整然配置されていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の表示体で
ある。
　また、第５の発明は、前記領域内に配置された複数の凸部または凹部の高さ、または形
状、または面積、または配置間隔のうち少なくとも一つが、凸部または凹部毎にそれぞれ
異なっていることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の表示体である。
　また、第６の発明は、前記複数の凸部または凹部の高さが、領域毎に異なることを特徴
とする請求項１～５の何れかに記載の表示体である。
　また、第７の発明は、前記凸部または凹部の形状が、円または５つ以上の頂点を有する
多角形であることを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の表示体である。
　また、第８の発明は、前記領域内における複数の凸部または凹部の占有面積が略５０％
であることを特徴とする請求項１～７の何れかに記載の表示体である。
　また、第９の発明は、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の表示体とこれを支持した
物品とを具備したラベル付き物品である。
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